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 第７章 歴史的風致形成建造物の指定方針及び管理指針に関する事項 

(１) 歴史的風致形成建造物の指定方針 

弘前の歴史的風致を形成する歴史的建造物の中で、重点区域において歴史

的風致の維持及び向上を図る上で、必要かつ重要なものと認められる建造物

を歴史的風致形成建造物として指定します。 

   史跡弘前城跡には、国指定重要文化財建造物弘前城天守が藩政期以降変わ

らぬ弘前のシンボルとして毅然としてそびえ、周囲には、重要文化財となっ

ている 3棟の櫓、5棟の門がそれを守るように配されています。 

一方、今でも堀に囲われた弘前城の周りには、整然とした町割りと外へ向

って放射状に広がる道路が残っており、城下町弘前の都市形態は良く残され

ています。 

また、津軽圏域の人々の信仰の対象であり、重要な景観要素でもある岩木

山、その麓に構える岩木山神社を始めとした重要文化財と参道にも使われて

いる旧街道筋を含む区域は、今もなお厳かな雰囲気を漂わせています。 

これら重点区域として設定した「弘前城下町地区」と「岩木お山参詣地区」

において、重要文化財と一体となって歴史的風致を形成している建造物に対

し、弘前ならではの歴史的風致の維持及び向上を図っていくために、以下の

とおり、歴史的風致形成建造物の指定方針を定めます。 

 

① 文化財保護法に基づく登録有形文化財、青森県文化財保護条例に基づく青森

県指定文化財、弘前市文化財保護条例に基づく弘前市指定文化財 

   

 市内に存する歴史的建造物の保存・整備は、文化財的調査の結果に基づき、

その価値を明らかとするとともに、その価値に応じて、文化財保護法（昭和

二十五年五月三十日法律第二百十四号）、青森県文化財保護条例（昭和二十九

年四月青森県条例第十八号）及び弘前市文化財保護条例（平成十八年二月二

十七日弘前市条例第百八十三号）に基づく登録・指定により、保護の措置を

講じています。 

   これらの法令等に基づいて登録等を行った歴史的建造物のうち、本計画に

記載する重点区域内に位置しており、その歴史的風致を形成し、かつその歴

史的風致の維持及び向上のためにその保全を図る必要があると認められるも

のを、歴史的風致形成建造物として指定することとします。 
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 ②弘前市趣のある建物に指定された建造物 

 

   当市では、文化財には指定されていないものの、歴史と文化が息づく情緒

豊かな建物を、学識経験者等で構成する検討委員会の選考により「弘前市趣

のある建物」に指定し、保全と活用を図る制度を設けています。 

この制度により指定された弘前の風情を醸し出している建造物のうち、本

計画に記載する重点区域内に位置しており、その歴史的風致を形成し、かつ

その歴史的風致の維持及び向上のためにその保全を図る必要があると認めら

れるものを、歴史的風致形成建造物として指定することとします。 

 

③ 過去において区域の歴史的風致を形成していた建造物 

 

重点区域内において、過去に歴史的風致を形成していた建造物のうち、こ

れを復元し、公開することが、区域の歴史的風致の維持及び向上のために特

に必要と認められる場合は、これを復元した上で歴史的風致形成建造物とし

て指定し、公開することとします。 

ただし、復元、公開に当たっては、その建造物に関する学術的な調査・研

究に基づき、区域の歴史的風致が正しく引き継がれるよう特に留意します。 

 

④ その他、弘前の歴史的風致の維持及び向上を図る上で、必要かつ重要なものと

して特に市長が認める建造物 

 

重点区域内において、文化財の指定等は受けていないものの、歴史的、文

化的価値が高く、当市の歴史的風致を形成していると認められる建造物は、

本計画においてその保存・整備の方向性を定めたうえで、歴史的風致形成建

造物に指定するものとします。 

また、文化財的調査の結果に基づきその価値が明らかとなった歴史的建造

は、市指定文化財、景観重要建造物の指定を併せて行なうこととします。 

 

 

なお、歴史的風致形成建造物として指定が想定される建造物は、以下のと

おりであり、順次、指定を図るものとします。 
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 ○歴史的風致形成建造物一覧（候補） 

 

 

 

 

 

 

 

 

建 造 物 名 住   所 備   考 所有者 

1 旧第八師団長官舎 上白銀町 1-1 登録有形文化財 弘前市 

2 旧藤田家別邸洋館 上白銀町 8-1 登録有形文化財 弘前市 

3 旧藤田家別邸和館 上白銀町 8-1 登録有形文化財 弘前市 

4 
旧藤田家別邸倉庫 
（匠館（旧考古館）） 

上白銀町 8-1 登録有形文化財 弘前市 

5 
旧藤田家別邸冠木門 
及び両袖番屋 

上白銀町 8-1 登録有形文化財 弘前市 

6 
旧弘前無尽社屋 
（三上ビル） 

元寺町 登録有形文化財 個人 
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建 造 物 名 住   所 備   考 所有者 

7 
旧東奥義塾外人教師 
館 

下白銀町 2‐1 県重宝 弘前市 

8 旧弘前市立図書館 下白銀町 2‐1 県重宝 弘前市 

9 
日本聖公会弘前昇天 
教会教会堂 

山道町 7-1 県重宝 
日本聖公 
会弘前昇 
天教会 

10 保村打刃物製作所 代官町 市趣のある建物 個人 

11 一戸時計店 土手町 市趣のある建物 個人 

12 田中屋 元寺町 市趣のある建物 個人 
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建 造 物 名 住   所 備   考 所有者 

13 竹田家住宅 下白銀町 市趣のある建物 個人 

14 川﨑染工場 亀甲町 市趣のある建物 個人 

15 
旧弘前市消防団西地 
区団第四分団消防屯 
所 

紺屋町 市趣のある建物 弘前市 

16 
田澤刃物製作所 
（清水一國） 

茂森新町 市趣のある建物 個人 

17 
弘前市役所庁舎（本 
館） 

上白銀町 1-1 前川國男建築 弘前市 

18 弘前市民会館 下白銀町 1-6 前川國男建築 弘前市 
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建　造　物　名 住　　　所 備　　　考 所有者

19 弘前市緑の相談所 下白銀町1-1 前川國男建築 弘前市

20 木村産業研究所 在府町61 登録有形文化財
（財）木村
産業研究

所

21
日本基督教団弘前教
会
教会堂

元寺町48 県重宝
日本基督
教団弘前
教会

22 旧青森銀行津軽支店 百石町 市指定文化財 弘前市

23 高砂そば 親方町 市趣のある建物 個人

24 カトリック弘前教会 元寺町小路 市趣のある建物
カトリック弘
前教会

日本基督教団弘前 

教会教会堂 
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 建　造　物　名 住　　　所 備　　　考 所有者

25
旧高谷家別邸
（翠明荘）

元寺町 市趣のある建物 個人

26 石場旅館 元寺町 市趣のある建物 個人

27 酒輔 茂森町 市趣のある建物 個人

28
茂森会館
消防西第一分団屯所

茂森町 市趣のある建物 弘前市

29 加藤味噌醤油醸造元 新寺町 市趣のある建物 個人

30 真そばや會 新寺町 市趣のある建物 個人

登録有形文化財 

旧町田家住宅 

酒舗 イ  成豊 
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 建 造 物 名  住 所 備 考 所有者 

 

 

31 

 

 

大阪屋 

  

 

本町 

 

 

市趣のある建物 

 

 

個人 

 

 

32 

 

 

つぼた文庫 

 

 

 

 

本町 

 

 

市趣のある建物 

 

 

個人 

 

 

33 

 

日本基督教団 

弘前教会旧牧師館 

    

 

弘前市 
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 (２) 歴史的風致形成建造物の管理指針 

  歴史的風致を形成する重要な要素である歴史的風致形成建造物について、そ

の維持及び保全を図る観点から、所有者、管理者等が行うべき維持管理の指針

を以下のとおり定めます。 

 

① 基本事項 

 

歴史的風致形成建造物は、それぞれの建造物の価値に基づいて適正な維持

と管理に努めるものとし、歴史的風致維持向上のために積極的な公開、活用

を図っていきます。特に、公開に関しては、通常外部から望見されるだけで

なく、可能な範囲で内部公開を行うものとします。 

 

② 個別事項 

 

ⅰ） 県及び市指定文化財 

県及び市文化財の指定を受けているものは、それぞれ対応する条例等（青

森県文化財保護条例、または弘前市文化財保護条例）に基づき、許可制度に

よる現状変更行為の規制を行います。 

  具体的には、国の指定文化財と同様に、建造物の内・外部を対象として、

現状を維持することとし、現状を変更する場合は痕跡調査に基づく復原を原

則とします。 

  公開、活用などのために必要な措置は、歴史的価値の保存に支障を与えな

い範囲で実施するものとします。 

  特に、民間が所有するものの修理等に当たっては、文化財に関わる補助制

度等を活用して所有者等の負担の軽減に努めるとともに、関連する審議会な

どにより必要な技術的指導を行うものとします。 

 

ⅱ） 国登録有形文化財、景観重要建造物 

文化財保護法に基づく登録有形文化財、景観法に基づく景観重要建造物は、

それぞれ対応する法令等（文化財保護法、景観法、弘前市景観条例）に基づ

き届出、勧告等を主体とする行為規制及び指導・助言を行います。 

ただし、景観法に基づく景観重要建造物に対する行為規制等は、現在景観

計画を策定中であり、具体的な規制措置等については、今後検討していくも

のとします。 

   これらの建造物は、歴史的風致の維持及び向上の観点から、建造物の外観

を対象に、現状の維持及び保存を基本とし、その内部においても歴史的価値
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 の高いものは、所有者に対し保存にかかる協力を求めるものとします。 

    

ⅲ） その他未指定・未登録の建造物 

復元建造物や歴史的風致の維持及び向上を図る上で必要かつ重要なものと

して認められる未指定・未登録の建造物は、適切な調査により、その価値を

明らかにするとともに、必要に応じて市指定文化財等の指定を行うことで、

対応する法令・条例等に基づく保存、活用を図るものとします。 

   これらの建造物は、歴史的風致の維持及び向上の観点から、建造物の外観

を対象に、現状の維持及び保存を基本とし、その内部においても、歴史的価

値の高いものは、所有者に対し保存にかかる協力を求めるものとします。 

 

③ 届出不要の行為 

法第 15条第 1項第号及び同法施行令第 3条第 1号に基づく届出不要の行

為は、以下の場合とします。 

 

１． 登録有形文化財について、文化財保護法第 64条第 1項の規定に基づく現

状変更の届出を行った場合 

 

２． 登録記念物について、文化財保護法第 133条の規定に基づく現状変更の

届出を行った場合 

 

３． 青森県指定県重宝について、青森県文化財保護条例第 18条第 1項の規定

基づく現状変更の許可の申請を行った場合及び同条例第19条第1項の規定

に基づく修理の届出を行った場合 

 

４． 青森県指定史跡名勝天然記念物について、青森県文化財保護条例第 42

条第 1項の規定に基づく現状現行の許可の申請を行った場合及び同条例第

43条第 1項の規定に基づく修理の届出を行った場合 

 

５． 弘前市指定文化財について、弘前市文化財保護条例第 21条第 1項の規定

に基づく現状変更の許可の申請を行った場合及び同条例第25条第1項の規

定に基づく修理の届出を行った場合 
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 ６． 景観重要建造物について、景観法第 22条第 1項の規定に基づく現状変更

の許可の申請を行った場合 

 

 

 

 

 

  
歴史的風致形成建造物の管理指針 

青森県指定文化財 

弘前市指定文化財 

国登録有形文化財 

景観重要建造物 

未指定・未登録建造物 

市文化財等 
の指定検討 

歴史的風致形成建造物 

内部及び外部の現状維持 

外観の維持及び保存 

管理の指針 


